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新旧対照表 

○議案第３７号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市国民健康保険税条例 木更津市国民健康保険税条例 

昭和50年６月28日 昭和50年６月28日 

条例第28号 条例第28号 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に100分の8.21を乗じて算定する。 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に100分の8.1を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について18,000

円とする。 

第６条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について20,000

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第７条 第３条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の

世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月（以下この

号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号及び第

23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後５年を経過

する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号及び第23条

第１項において同じ。）以外の世帯 22,000円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の

世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月（以下この

号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号及び第

23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後５年を経過

する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号及び第23条

第１項において同じ。）以外の世帯 24,000円 

(２) 特定世帯 11,000円 (２) 特定世帯 12,000円 

(３) 特定継続世帯 16,500円 (３) 特定継続世帯 18,000円 
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（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第８条 第３条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.

28を乗じて算定する。 

第８条 第３条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.

13を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額） 

第９条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について13,000

円とする。 

第９条 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について12,000

円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第10条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.61を乗じて算定する。 

第10条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.44を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第11条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人

について16,000円とする。 

第11条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人

について14,000円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場

合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、

26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の

合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場

合には、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、

26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の

合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第7

03条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第3

3号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の

数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60

万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第7

03条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第3

3号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の

数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60

万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の
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収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を

除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係

る納税義務者 

収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を

除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係

る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について12,60

0円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について14,00

0円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,800円 

(イ) 特定世帯 7,700円 (イ) 特定世帯 8,400円 

(ウ) 特定継続世帯 11,550円 (ウ) 特定継続世帯 12,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について9,100円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について8,400円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について11,

200円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について9,8

00円 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき30万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき30万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について9,000

円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について10,00

0円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,000円 

(イ) 特定世帯 5,500円 (イ) 特定世帯 6,000円 

(ウ) 特定継続世帯 8,250円 (ウ) 特定継続世帯 9,000円 
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ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について6,500円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について6,000円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について8,0

00円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について7,0

00円 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あつては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について3,600

円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について4,000

円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円 

(イ) 特定世帯 2,200円 (イ) 特定世帯 2,400円 

(ウ) 特定継続世帯 3,300円 (ウ) 特定継続世帯 3,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について2,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について2,400円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について3,2

00円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について2,8

00円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最

初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務

者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定

する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均

等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最

初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務

者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定

する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均

等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 
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(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 2,700円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,000円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 4,500円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 5,000円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 7,200円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 8,000円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 9,000円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,000円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,950円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,800円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 3,250円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 3,000円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 5,200円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,800円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,500円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,000円 

３ 略 ３ 略 
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新旧対照表 

○議案第３８号 木更津市介護保険条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市介護保険条例 木更津市介護保険条例 

平成12年３月25日 平成12年３月25日 

条例第７号 条例第７号 

附 則 附 則 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第12条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額（地方税法第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいう。次条及び附則第14条におい

て同じ。）に給与所得（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に

規定する給与所得をいう。次条及び附則第14条において同じ。）又は同法

第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３

年度における保険料率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに

係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別

措置法」とあるのは、「所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に

規定する給与所得及び同法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得

の合計額については、同法第28条第２項の規定によって計算した金額及び

同法第35条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から10万円

を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によるも

のとし、租税特別措置法」とする。 

第12条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額（地方税法第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいう。）に所得税法（昭和40年法

律第33号）第28条第１項に規定する給与所得又は同法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料

率の算定についての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９

号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得及び

同法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第28条第２項の規定によって計算した金額及び同法第35条第２項第１

号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額（当

該額が０を下回る場合には、０とする。）によるものとし、租税特別措置

法」とする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第13条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保

険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に

住所を有する者（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住民基本台

帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び

次条第１項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得

が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28条第１項に規定する給

与等をいう。以下同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ
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る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第

１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、

第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条

の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令

和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して

得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条第

１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、

第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条

の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該
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給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に10

万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、

第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条

第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条

の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該

給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に65

万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第28条第１項に

規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一

部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所

得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求め

た同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計

所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において同じ。）」

とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第14条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第

４条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の

 

8



世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第

２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該

当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている

ものとみなす。 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度

分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有

しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市

町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有す

るもの（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記

録されている者とみなされた者を含む。） 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次の

アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年

中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万

円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を

所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規

定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の

給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次の

アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であ

り、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い

当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下
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である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満で

あり、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が10万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満

であり、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金

額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除し

て得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第４条

第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げ

る者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当

するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市

町村民税が課されている者とみなす。 
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議案第３９号  変更内容及び変更理由 

 

１ 変更内容                               （税込） 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

契約金額 
変更前 82,645,739,000円 

変更後 90,147,689,900円 

差額 7,501,950,900円 

 

【参考】自治体別負担額                     単位：千円（税込） 

自治体名 

債務負

担行為

におけ

る負担

割合 

現行の契約金額 

Ⓐ 

変更後の契約金額 

増額分 

Ⓑ 

契約金額 

Ⓐ+Ⓑ 

木更津市 37.91% 25,347,215  2,117,099  27,464,314  

君津市 18.87% 12,616,775  1,053,803  13,670,578  

富津市 11.57% 7,735,882  646,133  8,382,015  

袖ケ浦市 15.59% 10,423,716  870,630  11,294,346  

鴨川市 7.98% 5,335,552  445,646  5,781,198  

南房総市 6.60% 4,412,863  368,579  4,781,442  

鋸南町 1.48% 989,551  82,651  1,072,202  

自治体 

負担分合計 
100% 66,861,554  5,584,541  72,446,095  

製鉄所負担分 1,698,536  150,703  1,849,239  

交付金 14,085,649  1,766,707  15,852,356  

合計額 82,645,739  7,501,951  90,147,690  

 

２ 変更理由 

 事業の実施主体である株式会社上総安房クリーンシステムより申し出のあった、賃金お

よび物価等の上昇を原因としたサービス対価の変更請求に基づく協議による建設工事費の

増額に加え、事業主体が資金調達を行うための追加融資に係る諸費用等の増額に対応する

ため、契約金額の変更を行う。 
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